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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

事業主として「安全はすべてに優先する」の基本理念に基づき、

従業員が健康で安心して働く職場環境に取り組みます。

1、作業手順書が現実と離れたものではなく、現場に即した内容で作成します。

2、高齢者の体力に配慮した現場・作業配置の職場環境を整えます

3、重機の作業半径内に人が入らないように立入禁止措置を行います

4、歩行時躓き転倒が無いように環境整備を整えます。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、快適で安全な職場づくりに努めます。

1、作業手順書を遵守し全員で確認・周知し作業を行います。

2、身体的に大きな負担のかかる作業を特定し、災害や疾病に繋がらないように

配慮します。

3、重機の作業半径内に入る際は、グーパー運動を実施し機械が止まってから近

づきます。

4、段差解消・障害物除去・滑り止め設置などの転倒防止対策を行います。


